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今
を
遡
る
こ
と
凡
そ
八
二
〇
年
余
り
昔
、
日
本
国
中
を
ゆ
る
が
す
大
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
朝
廷
方
と
関
東
武
士
団
と
の
争
い
で
す
。
荘
園
を
め
ぐ

っ
て
武
士
が
台
頭
し
、
そ
の
棟
梁
と
し
て
鎌
倉
に
幕
府
を
創
っ
た
源
頼
朝
は
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
義
経
追
討
を
名
目
と
し
て
地
頭
の
設
置
を
朝
廷

に
認
め
さ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
守
護
を
任
命
し
ま
す
。
国
司
に
変
わ
っ
て
武
士
に
よ
る
守
護
が
力
を
持
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
）

で
朝
廷
に
勝
利
し
た
関
東
武
士
団
に
は
西
国
の
領
地
が
与
え
ら
れ
、
守
護
や
地
頭
と
し
て
各
地
に
着
任
し
て
い
き
ま
し
た
。
郡
上
山
田
庄
に
入
っ
た
東
氏

も
そ
の
一
人
で
す
。 

こ
の
動
乱
の
時
代
に
鷲
見
郷
（
高
鷲
）
は
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
鷲
見
郷
を
領
有
し
た
の
は
藤
原
北
家
に
連
な
る
藤
原
頼
保
公
で
す
。

本
舗
地
頭
と
し
て
鷲
見
郷
を
領
有
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
鷲
見
氏
を
名
乗
り
、
戦
国
時
代
の
終
わ
り
ま
で
鷲
見
氏
の
盛
衰
を
か
け
て
有
力
武
将
（
土
岐

氏
、
足
利
氏
）
に
付
き
従
い
各
地
を
転
戦
し
ま
し
た
。 

初
め
の
頃
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
『
鷲
見
大
鑑
』
（
硲
孝
司
氏
所
有
）
に
は
そ
の
様
子
が
鷲
退
治
の
伝
説
と
し
て
詳
し
く
描
か
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
無
論
史
実
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
伝
説
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
ロ
マ
ン
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
生
ま
れ

て
く
る
様
々
な
謎
に
少
し
で
も
迫
ろ
う
と
、
話
し
合
っ
た
り
、
資
料
を
探
し
た
り
、
古
文
書
を
読
み
合
っ
た
り
、
現
地
へ
行
っ
た
り
し
て
探
求
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
本
書
は
そ
の
調
査
や
学
習
の
成
果
で
す
。 

そ
し
て
、
何
よ
り
も
次
世
代
の
人
た
ち
に
、
郷
土
の
こ
と
、
鷲
見
氏
・
鷲
見
郷
の
研
究
の
道
標
と
な
る
べ
く
、
史
実
に
忠
実
に
、
又
資
料
の
引
用
・
出

所
を
明
ら
か
に
し
、
編
集
す
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。
併
せ
て
本
書
が
古
文
書
や
歴
史
の
学
習
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

出
版
に
あ
た
り
ま
し
て
は
著
作
権
の
所
有
者
、
出
版
社
を
始
め
多
く
の
諸
先
輩
の
方
々
に
は
転
用
、
引
用
を
快
く
承
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
事
を
、
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
、
高
鷲
振
興
事
務
所
長
様
、
硲
孝
司
様
、
長
善
寺
様
、
協
賛
金
を
ご
提
供
下
さ
い
ま
し
た
方
々
、
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
し

た
多
く
の
皆
様
、
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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鷲
見
氏
・鷲
見
郷
八
二
〇
年
顕
彰
に
あ
た
っ
て 

 

（
郡
上
史
談
一
四
二
号
・
一
四
四
号
馬
渕
論
文
、
高
鷲
文
化
財
講
座
発
表

レ
ジ
メ
鷲
見
尚
武
、
高
鷲
・
長
善
寺
文
書
、
大
和
村
史
、
白
鳥
町
史
、
高
鷲

村
史
を
参
考
） 

 

八
二
〇
年
の
根
拠
：
「
長
善
寺
文
書
」 

 

（
袖
書
）
此
重
保
ハ
相
伝
之
御
家
人 

 
 
 
 
 

故
不
代
時
一
の
入
見
参
朝
夕 

 
 
 
 
 

之
労
令
候
安
堵
し
小
嶋
懢
妨 

 
 
 
 
 

甚
だ
不
穏
便
せ
し 

 
 
 
 
 

左
候
故 

 

（
本
文
） 

 

郡
上
太
郎
重
保
、
重
ね
て
申
す
の
状
、
此
の
如
き
、 

 

小
嶋
三
郎
懢
妨
慥
か
に
停
止 

 

之
を
安
堵
せ
し
む
べ
く
の
旨
、
先
度
下
知
了
、
而 

 

猶
不
承
引
に
て
何
様
事
哉
、
早
糺
迫 

 

損
也
、
本
の
如
く
其
身
安
堵
せ
し
む
べ
く
の
由 

 

仰
之
状
下
知
せ
し
む
べ
く
件
如 

 
 
 
 
 

三
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 

後
書
判 

 
 
 
 
 

遠
江
守
殿
（
北
条
時
政
） 

 

こ
の
下
文

く
だ
し
ぶ
み

（
関
東
下
知
状
）
に
は
年
号
が
書
い
て
な
い
が
、
北
条
時
政

が
執
権
で
あ
っ
た
の
が
建
仁
年
間
（
一
二
〇
一
～
一
二
〇
四
）
な
の
で
、
郡

上
太
郎
重
保
（
頼
保
三
男
）
が
鷲
見
郷
を
、
ま
た
、
美
濃
国
岩
滝
郷
小
島
三

郎
が
芥
見
庄
を
競
望
（
侵
略
）
し
た
こ
と
が
「
尊
卑
分
脈
」
に
も
記
し
て
あ

る
の
で
芥
見
庄
を
も
所
領
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

鷲
見
氏
は
何
時
頃
統
治
し
た
の
か 

「
高
鷲
村
史
」
「
濃
北
一
覧
」
及
び
「
鷲
見
家
史
蹟
」
に
は
藤
原
頼
保
が

永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
に
向
鷲
見
神
社
に
社
領
を
寄
進
し
た
と
書
い
て

あ
る
が
、
「
大
日
本
史
」
に
は
記
載
が
な
い
。
頼
保
は
永
久
四
年
（
一
一
一

六
）
か
ら
検
非
違
使
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
地

頭
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
（
高
鷲
村
史
） 

 

「
鷲
見
大
鑑
」
に
書
い
て
あ
る
“
鷲
退
治
伝
説
”
は
承
久
三
年
（
一
二
二

一
）
に
頼
保
の
孫
鷲
見
家
保
（
重
保
の
子
）
が
本
補
地
頭
に
任
命
さ
れ
た
年

に
合
わ
せ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
、
頼
保
が
鷲
退
治
を
行
っ
た
こ
と
は
な

い
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
頼
保
の
子
の
鷲
見
重
保
が
建
仁
年
間
中
（
一
二
〇

一
～
一
二
〇
四
）
に
北
条
時
政
か
ら
本
補
地
頭
と
し
て
所
領
を
安
堵
さ
れ

て
い
る
の
が
最
初
の
文
書
で
あ
り
、
八
二
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
（
上
記

「
長
善
寺
文
書
」
） 

 

鷲
見
氏
は
何
処
を
統
治
し
た
の
か 



で
は
ど
こ
を
安
堵
（
統
治
）
さ
れ
た
の
か
。 

頼
保
は
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
向
鷲
見
白
山
神
社
に
社
領
二
石
二
斗

余
を
寄
進
、
ま
た
検
非
違
使
に
任
命
さ
れ
た
と
あ
り
、
文
治
元
年
（
一
一
八

五
）
に
は
源
頼
朝
か
ら
地
頭
に
補
せ
ら
れ
、
美
濃
国
芥
見
庄
及
び
鷲
見
郷

を
支
配
す
る
と
あ
る
が
、
考
察
の
必
要
あ
り
。 

 

寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
重
保
は
検
非
違
使
と
な
り
、
郡
上
太
郎
と
称

し
、
ま
た
、
建
仁
年
間
に
は
上
記
関
東
下
知
状
の
通
り
所
領
を
安
堵
さ
れ

て
い
る
。
（
高
鷲
村
史P

6
1

） 

 

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
家
保
が
鎌
倉
幕
府
よ
り
所
領
を
安
堵
さ
れ
て

い
る
。 

 

七
代
忠
保
は
土
岐
氏
の
陣
営
に
属
し
、
城
田
寺
の
戦
い
等
で
戦
功
を
上

げ
鷲
見
郷
の
地
頭
に
補
さ
れ
て
い
る
。
（
高
鷲
村
史
） 

 

鷲
見
氏
は
ど
の
様
に
し
て
統
治
し
た
の
か
、
そ
の
経
過 

天
慶
年
中
（
九
三
八
～
九
四
六
）
、
東
国
で
は
平
将
門
が
同
族
と
争
っ
て

伯
父
平
国
香
を
攻
め
殺
し
勢
い
に
任
せ
て
し
き
り
に
近
隣
諸
国
を
脅
か

し
、
関
東
を
大
い
に
乱
し
た
。
「
当
村
（
穴
洞
村
）
氏
神
（
白
山
神
社
）
累

縁
記
」
に
よ
る
と
平
氏
の
一
族
に
下
総
国
猿
嶋
郡
上
井
郷
に
左
衛
門
尉
平

良
忠
と
い
う
者
が
あ
り
、
将
門
の
乱
か
ら
逃
れ
て
高
鷲
村
に
来
て
穴
洞
な

る
後
の
福
兵
ヶ
野
に
居
住
し
た
。
平
良
忠
の
後
裔
は
承
久
年
中
鷲
見
賴
保

の
命
に
よ
っ
て
鷲
見
郷
喜
八
会
津
に
移
り
後
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
、

鷲
見
伝
右
衛
門
の
祖
で
あ
る
鷲
見
保
能
が
遠
藤
慶
隆
の
命
に
よ
っ
て
こ
の

地
に
帰
農
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
平
良
忠
の
後
裔
数
戸
の
一
族
は
切
立
、

西
洞
な
ど
鷲
見
郷
各
地
へ
転
退
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
高
鷲
村
史
） 

・
頼
保
は
中
宮
大
進
武
蔵
権
守
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
御
家
人
に
任
ぜ
ら
れ
、

芥
見
庄
鷲
見
郷
の
本
補
地
頭
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
。 

・
重
保
は
頼
保
の
後
を
継
ぎ
、
同
じ
よ
う
に
安
堵
さ
れ
本
補
地
頭
と
な
る
。 

・
家
保
は
「
承
久
の
乱
」
（
一
二
二
一
）
の
戦
功
に
よ
り
鷲
見
郷
を
安
堵
さ

れ
本
補
地
頭
と
な
る
。 

・
保
吉
と
諸
保
は
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
京
都
「
大
番
役
」
の
任
に
当

た
り
鷲
見
郷
を
安
堵
さ
れ
る
。 

・
忠
保
は
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
に
は
鷲
見
郷
と
穴
馬
の
一
角
を
所
領

し
、
本
補
地
頭
で
あ
る
。 

・
保
憲
は
観
応
年
代
（
一
三
五
〇
年
代
）
に
忠
保
の
子
加
賀
丸
が
幼
少
で
あ

っ
た
た
め
地
頭
職
を
継
ぐ
。 

 

郡
上
郡
分
置
の
経
過
と
鷲
見
郷
の
変
遷 

１ 

斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
冷
害
が
各
地
に
起
こ
り
、
恵
那
や
郡
上
、
鈴

鹿
山
麓
の
石
津
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
。
同
年
閏
四
月
一
九
日
美
濃
国

多
芸
・
武
儀
両
郡
を
分
け
て
多
芸
・
石
津
・
武
儀
・
郡
上
の
四
郡
が
成

立
し
た
。
（
大
和
町
史
） 

２ 

「
和
名
類
聚
抄
」
に
は
全
国
の
郷
名
が
載
っ
て
お
り
、
郡
上
郡
は

｢

群
上
、
安
群
、
和
良
、
栗
原｣

の
四
郷
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
（
大
和

町
史
） 

３ 

大
化
以
後
、
幾
多
の
村
邑
を
統
合
し
て
里
と
な
し
、
後
改
め
て
郷

と
い
い
、
郷
内
の
多
数
の
旧
村
は
改
め
て
里
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

（
高
鷲
村
史
） 

以
後
、
鮎
走
、
切
立
、
正
ヶ
洞
、
向
鷲
見
、
中
切
、
穴
洞
、
西
洞
、
鷲



見
を
号
し
て
鷲
見
郷
八
ケ
村
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
八
ヶ
村
を

鷲
見
郷
と
慣
用
す
る
こ
と
は
、
明
治
の
中
頃
ま
で
続
い
た
。
（
高
鷲
村

史
） 庄

と
い
う
の
は
元
来
別
荘
の
義
か
ら
私
領
の
領
域
を
さ
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
地
域
の
拡
大
に
つ
れ
て
庄
の
う
ち
に
某
村
を
包
括
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
（
高
鷲
村
史
） 

高
鷲
村
河
西
の
地
は
芥
見
庄
と
言
っ
た
こ
と
が
村
内
古
記
録
に
見
え

て
い
る
。
「
鮎
走
由
緒
書
」
に
は
芥
見
殿
云
々
と
あ
る
か
ら
芥
見
某
を
領

家
と
す
る
い
わ
ゆ
る
分
散
性
の
荘
園
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
高

鷲
村
史
） 

４ 

平
安
末
期
の
一
一
～
一
二
世
紀
頃
の
郡
上
郡
に
は
吉
田
庄
・
気
良

庄
・
山
田
庄
の
三
大
荘
園
が
成
立
し
た
。
郡
上
郡
の
荘
園
の
領
域
を
想

定
す
る
こ
と
は
古
代
郡
上
四
郷
の
領
域
の
想
定
と
つ
な
が
る
。
（
大
和

町
史
） 

守
護
・
地
頭
が
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
建
久
元
年
（
一
一

九
〇
）
源
頼
朝
が
上
洛
し
た
頃
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
白
鳥
町
史
）

文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
惣
追
捕
使
・
地
頭
の
設
置
。 

地
頭
は
守
護
の
支
配
下
に
諸
国
の
公
領
・
荘
園
を
問
わ
ず
一
律
に
配

置
さ
れ
た
。
開
発
領
主
や
下
司
（
荘
園
管
理
の
役
人
）
な
ど
在
地
の
領
主

層
の
御
家
人
が
直
接
任
ぜ
ら
れ
た
。
（
白
鳥
町
史
） 

５ 

来
栖
郷
を
要
す
る
山
田
庄
は
栗
垣
郷
内
に
成
立
し
、
少
し
遅
れ
て

鷲
見
郷
も
同
郷
内
に
成
立
し
た
。
（
大
和
町
史
） 

美
濃
国
の
最
初
の
守
護
は
、｢

吾
妻
鏡｣

に
よ
れ
ば
文
治
三
年
（
一
一

八
七
）
に
大
内
惟
義
と
あ
り
、
梶
原
景
時
を｢

半
国
守
護｣

と
呼
ん
だ
。
続

い
て
任
ぜ
ら
れ
た
の
が
土
岐
光
衡
で
あ
る
。
（
白
鳥
町
史
） 

郡
上
郡
内
の
郷
村
に
も
そ
れ
ぞ
れ
地
頭
が
配
置
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を

明
確
に
伝
え
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
最
初
に
見
ら
れ
る
の
が

「
長
滝
寺
真
鏡
」
の
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
六
月
の
寄
進
状
に
記
さ
れ

て
い
る｢

地
頭
源
貞
康｣

（
飛
騨
の
地
頭
）
で
あ
る
。
次
に
郡
上
の
地
頭
と

し
て
活
躍
す
る
の
が
鷲
見
氏
で
あ
る
。
（
白
鳥
町
史
） 

源
頼
朝
が
諸
国
に
地
頭
を
お
く
に
あ
た
っ
て
頼
保
が
武
蔵
権
守
に
任

ぜ
ら
れ
、
幕
府
の
御
家
人
と
し
て
美
濃
国
郡
上
郡
鷲
見
郷
の
地
頭
に
補

せ
ら
れ
た
。
（
高
鷲
村
史
） 

６ 

辺
境
に
あ
る
鷲
見
郷
は
山
田
庄
か
ら
も
外
さ
れ
て
国
管
で
あ
っ
た

の
が
、
こ
の
頃
荘
園
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
（
大
和
町
史
） 

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
鷲
見
氏
伝
説
で
あ
る
「
市
兵
衛
文
書
（
鷲
見
白
山

神
社
由
来
記
）
」
を
紹
介
す
る
。 

『
美
濃
州
北
隅
郡
上
郡
上
保
谷
の
奥
洞
、
鷲
山
岳
、
岳
麓
に
大
屋

某
な
に
が
し

と

い
う
者
あ
り
。
山
中
の
開
祖
に
し
て
そ
の
初
め
を
知
る
人
な
し
。
仁
平

に
ん
ぺ
い

年

間
（
一
一
五
一
）
こ
こ
に
居
住
す
る
云
々
。
奇
遇
の
縁
浅
か
ら
ず
慧え

心し
ん

僧
都

そ

う

ず

作
と
伝
え
ら
れ
る
白
山
妙
理
大
権
現
の
神
像
を
授
受
し
て
一
室
の

傍
に
小
祠
を
建
て
安
置
し
た
ま
わ
る
。
以
降
、
樵す

い

老ろ
う

を
憐
れ
み
芻す

う

禿と
く

を
救

い
霊
験

碩
あ
ら
た
か

た
る
こ
と
数
う
る
に
遑

い
と
ま

あ
ら
ず
。
治
承
、
養
和
の
昔
、
竹
の

園
生

そ

の

う

の
連
枝

れ

ん

し

な
る
人
、
貶へ

ん

せ
ら
れ
て
鷲
岳
の
麓
に
来
り
大
屋
に
依
っ
て

育
を
被か

ぶ

る
。
勅
免
を
蒙

こ
う
む

り
一
所
の
主
と
な
り
姓
を
鷲
見
と
号
す
。
世
々

相
継
ぎ
て
年
暦
い
よ
い
よ
遙
か
な
り
、
当
社
は
崇
敬
し
て
加
被
力

か

ひ

り

き

を
請

い
倍
々
武
威
を
躍お

ど

（
ら
）
す
。
建
武
歴
応
の
蘭ら

ん

に
は
土
岐
氏
の
旗
下
と
な

り
応
仁
文
明
よ
り
佐
々
木
氏
に
属
す
。
或
い
は
斎
藤
龍
興
に
随

し
た
が

い
武
運

衰
え
ず
郷
民
、
君
と
唱と

な

え
て
貢
献
す
る
こ
と
久
し
。
盛
者
必
ず
衰
え
る
。



天
正
の
初
め
の
歳
、
襲
敵
の
た
め
に
首
を
授さ

ず

け
家
門
を
絶
つ
。
惜
し
む

べ
し
。
』
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
鷲
見
氏
は
皇
族
で
あ
っ
た
が
流
さ
れ

て
鷲
見
村
に
来
て
大
屋
の
助
け
を
得
、
や
が
て
鷲
見
郷
を
下
賜
さ
れ
た

と
し
て
い
る
。
（
高
鷲
村
史
） 

７ 

安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
頃
に
は
鷲
見
郷
は
平
光
盛
の
所
領
と
な

っ
て
い
る
。
（
鮎
走
村
由
緒
書
）
。
平
光
盛
は
芥
見
庄
・
鷲
見
郷
を
安
堵

さ
れ
て
い
る
。
（
大
和
町
史
） 

８ 

頼
保
の
子
重
保
が
、
建
仁
年
間
（
一
二
〇
一
～
一
二
〇
四
）
芥
見

庄
の
南
隣
の
小
島
三
郎
に
よ
っ
て
濫
妨
さ
れ
た
の
で
幕
府
へ
訴
え
た
。

こ
れ
に
対
し
て
将
軍
（
源
実
朝
）
は
執
権
北
条
時
政
に
安
堵
の
下
知
状

を
出
さ
せ
た
。
（
大
和
町
史
） 

鷲
見
頼
保
の
子
郡
上
太
郎
重
保
が
父
の
所
領
を
相
伝
し
、
建
仁
二
年

（
一
二
〇
二
）
五
月
父
に
先
立
っ
て
死
し
、
そ
の
子
家
保
が
継
い
で
郡

上
三
郎
と
称
し
た
。
頼
保
は
孫
家
保
が
相
伝
の
御
家
人
と
し
て
所
領
を

安
堵
さ
れ
て
か
ら
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
四
月
向
鷲
見
村
で
変
転
に

飛
ん
だ
一
生
を
終
え
た
。
（
白
鳥
町
史
） 

９ 

中
世
に
お
い
て
は
本
姓
の
代
わ
り
に
知
行
を
受
け
て
住
ん
だ
と
こ

ろ
の
地
名
を
冠
に
す
る
。
鷲
見
氏
は
、
初
代
頼
保
が
鷲
見
郷
の
鷲
見
を

家
名
に
賜
り
、
六
代
忠
保
が
鷲
見
を
名
字
に
宣
下
し
た
。(

大
和
町
史) 

⒑ 

す
る
と
、
一
代
頼
保
（
郡
上
太
郎
）
、
二
代
重
保
（
郡
上
太
郎
）
、

三
代
家
保
（
郡
上
三
郎
）
、
四
代
諸
保
（
郡
上
藤
三
郎
）
、
五
代
長
保

（
郡
上
彦
三
郎
）
、
六
代
忠
保
（
郡
上
藤
三
郎
・
長
山
彦
五
郎
）
と
な
っ

て
お
り
、
一
代
か
ら
五
代
ま
で
郡
上
に
住
み
、
六
代
か
ら
芥
見
の
長
山

に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
大
和
町
史
） 

南
北
朝
時
代
に
は
、
お
お
む
ね
美
濃
の
土
岐
氏
と
共
に
、
足
利
方
と
な

っ
て
南
朝
方
と
戦
っ
た
。
当
時
の
鷲
見
氏
の
所
領
は
、
鷲
見
郷
八
ヶ
村

に
東
前
谷
、
越
前
穴
馬
の
一
部
、
牛
道
郷
の
一
部
に
及
び
、
勢
威
は
近
隣

に
ひ
び
い
た
。
（
白
鳥
町
史
） 

⒒ 

鷲
見
郷
は
辺
境
の
地
で
あ
る
か
ら
、
鷲
見
郷
を
安
堵
さ
れ
て
も
経

済
的
基
盤
が
な
い
の
で
芥
見
の
長
山
に
居
を
移
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

家
保
の
頃
ま
で
は
勢
力
を
拡
大
し
た
が
、
諸
保
の
代
に
な
る
と
京
都
大

番
役
な
ど
の
任
務
か
ら
鷲
見
郷
で
は
財
政
的
に
難
し
く
な
っ
て
き
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
大
和
町
史
） 

⒓ 

明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
、
管
領
斯
波
義
将
は
、
鷲
見
禅
峰
が
土
岐

康
行
退
治
に
、
在
所
に
馳
せ
向
か
い
忠
節
を
尽
く
し
た
の
で
郡
上
郡
の

内
鷲
見
郷
河
西
・
河
東
の
地
頭
職
を
今
ま
で
通
り
安
堵
さ
せ
た
。
（
白

鳥
町
史
） 

伊
賀
彦
十
郎
時
明
が
、
鷲
見
郷
を
押
し
取
ろ
う
と
し
て
乱
を
起
こ
し

た
。
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
六
月
三
日
に
管
領
細
川
満
元
は
、
美
濃
国

守
護
土
岐
頼
忠
に
鷲
見
郷
河
西
・
河
東
の
地
頭
職
の
こ
と
を
、
伊
賀
彦

十
郎
の
乱
を
鎮
め
て
、
禅
峯
に
全
部
所
務
さ
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
（
白

鳥
町
史
） 

東
益
之
（
八
幡
赤
谷
山
城
主
）
の
子
二
日
町
城
主
安
東
三
郎
が
、
鷲
見

郷
を
競
望
し
た
が
、
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
四
月
二
五
日
、
幕
府
は
美

濃
国
守
護
に
、
鷲
見
郷
河
西
・
河
東
は
、
安
東
三
郎
の
競
望
を
退
け
て
、

禅
峯
に
全
部
所
務
さ
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
（
白
鳥
町
史
） 

⒔ 

荘
園
の
管
理
組
織
に
つ
い
て
は
、
領
家
即
ち
領
主
の
下
に
荘
官
が

い
る
。
荘
官
に
は
庄
司
と
下
司
と
が
あ
る
。
庄
司
は
領
家
か
ら
任
命
派

遣
さ
れ
た
者
、
下
司
は
荘
園
内
の
有
力
者
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
者
で

後
に
武
士
化
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
鷲
見
大
鑑
下
巻
に
「
芥
見
庄
長
山



彦
五
郎
御
半
紙
を
以
て
永
く
之
を
賜
う
、
（
中
略
）
鷲
見
郷
下
司
字
郡

上
三
郎
藤
三
郎
家
保
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
当
地
方
が
、
む
か

し
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。｢

鷲
見
家
史
蹟｣

所
載
の
よ
う

に
鷲
見
氏
が
藤
原
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
鷲
見
郷
が

荘
園
で
あ
っ
た
当
時
、
荘
園
内
の
有
力
者
で
あ
っ
た
鷲
見
氏
は
荘
園
の

本
家
か
ら
任
命
さ
れ
た
荘
官
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
至
当
と
考
え
ら
れ

る
。
後
に
源
頼
朝
が
幕
府
を
開
い
て
全
国
に
守
護
地
頭
を
お
く
に
当
た

っ
て
鎌
倉
の
御
家
人
と
し
て
本
補
地
頭
に
補
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
高

鷲
村
史
） 

「
鷲
狩
り
伝
説
」
は
鷲
見
大
鑑
記
載
事
項
と
そ
の
文
体
か
ら
見
て
も

自
分
の
家
系
を
飾
る
た
め
か
、
或
い
は
鷲
見
郷
を
無
祖
地
に
す
る
な
ど

何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
考
案
さ
れ
た
と
す
る
伝
説
と
い
う
考
え
も
あ

っ
て
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
鷲
見
氏
の
初
期
に
お
け
る
文
献
は
年

代
な
ど
明
確
を
欠
き
、
不
合
理
な
記
述
が
あ
っ
て
真
相
を
捉
え
が
た
い
。

（
高
鷲
村
史
） 

 

 

鷲
見
氏
統
治
八
二
〇
年
検
証
の
ま
と
め 

 

郡
上
市
高
鷲
町
の
ル
ー
ツ
は
、
「
鷲
狩
り
伝
説
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

高
鷲
の
も
と
鷲
見
郷
の
最
初
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。 

 

九
三
〇
年
代
に
源
順
が
著
し
た
「
和
名
類
聚
抄
」
に
は
、
全
国
の
郷
名
が

載
っ
て
お
り
、
郡
上
郡
は｢

群
上
、
安
群
、
和
良
、
栗
原｣

の
四
郷
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
山
田
庄
は
栗
垣
郷
内
に
成
立
し
、
少
し
遅
れ
て
鷲
見
郷
も

同
郷
内
に
設
立
し
た
。
ま
た
そ
の
頃
、
鮎
走
、
切
立
、
正
ヶ
洞
、
向
鷲
見
、

中
切
、
穴
洞
、
西
洞
、
鷲
見
の
八
ケ
村
を
号
し
て
鷲
見
郷
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
八
ヶ
村
を
鷲
見
と
慣
用
す
る
こ
と
は
、
明
治
の
中
頃
ま
で
続

い
た
。
平
安
末
期
の
一
一
～
一
二
世
紀
頃
の
郡
上
郡
に
は
吉
田
庄
・
気
良

庄
・
山
田
庄
の
三
大
荘
園
が
成
立
し
た
。
辺
境
に
あ
る
鷲
見
郷
は
山
田
庄

か
ら
も
外
さ
れ
て
国
の
管
理
で
あ
っ
た
の
が
、
荘
園
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。 郡

上
郡
内
の
郷
村
に
も
そ
れ
ぞ
れ
地
頭
が
配
置
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
明

確
に
伝
え
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
最
初
に
見
ら
れ
る
の
が
「
長
滝

寺
真
鏡
」
の
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
六
月
の
寄
進
状
に
記
さ
れ
て
い
る

｢

地
頭
源
貞
康｣

の
名
が
あ
る
。
次
に
「
源
頼
朝
が
諸
国
に
地
頭
を
お
く
に

あ
た
っ
て
頼
保
を
武
蔵
権
守
に
任
ぜ
ら
れ
幕
府
の
御
家
人
と
し
て
美
濃
国

郡
上
郡
鷲
見
郷
の
地
頭
に
補
せ
ら
れ
た
」
と
高
鷲
村
史
に
書
い
て
あ
る
が
、

安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
頃
に
は
鷲
見
郷
は
平
光
盛
の
所
領
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
後
に
、
「
鷲
狩
り
伝
説
」
に
出
て
く
る
鷲
見
頼
保
の
子
重
保
が
、

建
仁
年
間
（
一
二
〇
一
～
一
二
〇
四
）
芥
見
庄
の
南
隣
の
小
島
三
郎
に
よ

っ
て
濫
妨
さ
れ
た
の
で
幕
府
へ
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
将
軍
（
源
実
朝
）

は
執
権
北
条
時
政
に
命
じ
て
安
堵
の
下
知
状
を
重
保
に
出
し
て
い
る
文
書

が
あ
る
（
冒
頭
の
根
拠
関
東
下
知
状
）
。
重
保
は
父
の
所
領
を
相
伝
し
、
建

仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
五
月
父
に
先
立
っ
て
死
亡
し
、
そ
の
子
家
保
が
継
い

で
郡
上
三
郎
と
称
し
た
。
頼
保
は
孫
家
保
が
相
伝
の
御
家
人
と
し
て
所
領

を
安
堵
さ
れ
て
か
ら
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
四
月
向
鷲
見
村
で
変
転
に

富
ん
だ
一
生
を
終
え
た
。
中
世
に
は
、
本
姓
の
代
わ
り
に
知
行
を
受
け
て

住
ん
だ
と
こ
ろ
の
地
名
を
冠
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
鷲
見
氏
も
初
代
頼
保

が
鷲
見
郷
の
鷲
見
を
家
名
に
賜
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
鷲
見
を
六
代
忠
保
が

名
字
に
宣
下
し
た
。 

 

南
北
朝
時
代
に
は
、
お
お
む
ね
美
濃
の
土
岐
氏
と
共
に
、
足
利
方
と
な



っ
て
南
朝
方
と
戦
っ
た
。
当
時
の
鷲
見
氏
の
所
領
は
、
鷲
見
郷
八
ヶ
村
に

東
前
谷
、
越
前
穴
馬
の
一
部
、
牛
道
郷
の
一
部
に
及
び
、
勢
威
は
近
隣
に
ひ

び
い
た
が
、
鷲
見
郷
は
辺
境
の
地
で
あ
る
た
め
、
鷲
見
郷
を
安
堵
さ
れ
て

も
経
済
的
基
盤
が
な
く
、
芥
見
の
長
山
に
居
を
移
し
た
。
ま
た
、
家
保
の
頃

ま
で
は
勢
力
を
拡
大
し
た
が
、
諸
保
の
代
に
な
る
と
京
都
大
番
役
な
ど
の

任
務
か
ら
鷲
見
郷
で
は
財
政
的
に
難
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。 伊

賀
彦
十
郎
時
明
が
、
鷲
見
郷
を
押
し
取
ろ
う
と
し
て
乱
を
起
こ
し
た
。

明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
六
月
三
日
に
管
領
細
川
満
元
は
、
美
濃
国
守
護
土

岐
頼
忠
に
鷲
見
郷
河
西
・
河
東
の
地
頭
職
の
こ
と
は
、
伊
賀
彦
十
郎
の
乱

を
鎮
め
て
、
禅
峯
に
全
部
所
務
さ
せ
よ
と
命
じ
て
お
り
（
長
善
寺
文
書
）
、

ま
た
、
東
益
之
の
子
二
日
町
城
主
安
東
三
郎
が
鷲
見
郷
を
競
望
し
た
の
で
、

応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
四
月
二
五
日
、
幕
府
は
美
濃
国
守
護
に
、
鷲
見
郷

河
西
・
河
東
は
、
安
東
三
郎
の
競
謀
を
退
け
て
、
禅
峯
に
全
部
所
務
さ
せ
よ

と
命
じ
て
い
る
（
鷲
見
家
譜
）
。 

つ
ま
り
、
「
鷲
狩
り
伝
説
」
は
「
鷲
見
大
鑑
」
記
載
事
項
と
そ
の
文
体
か

ら
見
て
も
自
分
の
家
系
を
飾
る
た
め
か
、
或
い
は
鷲
見
郷
を
無
祖
地
に
す

る
な
ど
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
考
案
さ
れ
た
と
す
る
伝
説
で
あ
る
と
い

う
考
え
や
、
鷲
見
氏
が
土
着
の
豪
族
で
あ
っ
て
か
、
藤
原
氏
の
一
族
で
あ

っ
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
以
前
か
ら
鷲
見
郷
に
居
住
し
て
こ
の
荘
園
を

管
理
し
て
お
り
、
た
ま
た
ま
頼
朝
の
時
代
に
地
頭
に
補
せ
ら
れ
鷲
見
の
荘

を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
考
え
も
あ
る
。
今
後
の
研
究
課
題
で

あ
る
。 

 

し
か
し
、
高
鷲
は
鷲
見
郷
八
ヶ
村
を
も
と
に
、
長
良
川
の
上
流
に
あ
る

「
鷲
伝
説
の
里
」
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
地
名
が
な
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の

た
め
に
鷲
伝
説
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
研
究
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。 

 

文
明
年
間
（
一
四
七
〇
年
代
）
に
北
野
へ
移
っ
て
か
ら
の
鷲
見
氏
の
活

躍
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
北
野
を
領
有
し
た
鷲
見
保
重
公
は
、
広
大
な

北
野
に
城
を
構
え
土
岐
氏
に
仕
え
た
。
こ
の
城
は
百
㍍
四
方
に
及
ぶ
立
派

な
も
の
で
あ
る
。
ま
た 

大
智
寺
に
は
保
重
の
画
像
と
直
保
の
立
派
な
木

像
が
あ
る
。 

                 

北野の戦いについては「鷲見落城記」に書かれており、 

その様子は「鷲見家史蹟」に載っている。 



鷲
見
氏
一
族
子
孫
の
各
地
へ
の
進
出
考 

  

根
本
：
「
元
暦
二
年
（
文
治
元
年
・
一
一
八
五
）
に
鎌
倉
幕
府
成
り
、
源

頼
朝
諸
国
に
守
護
地
頭
を
置
く
に
当
り
自
ら
鷲
見
郷
支
配
の
必
要
起
り
、

頼
保
は
武
蔵
権
守
に
任
ぜ
ら
れ
幕
府
の
御
家
人
と
し
て
其
子
重
保
と
共
に

美
濃
国
郡
上
郡
鷲
見
郷
に
来
れ
り
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。
即
ち
こ
れ
が
鷲
見

氏
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
異
説
あ
り
。 

岐
阜
県
郡
上
市
高
鷲
町
の
鷲
見
氏
祖
で
あ
り
全
国
鷲
見
氏
姓
の
祖
で
あ
る
。 

鷲
見
郷
＝
鷲
見
郷
八
カ
村
＝
旧
郡
上
郡
高
鷲
村
＝
現
岐
阜
県
郡
上
市
高
鷲

町 

 

１ 

鷲
見
藤
四
郎
保
憲
（
六
代
忠
保
の
弟
）
は
正
平
七
年
（
文
和
元
年
・
一

三
五
二
）
「
以
降
は
郡
上
に
在
り
し
が
再
び
出
陣
せ
ず
、
甥
の
加
賀
丸
の
軍

功
を
見
て
悦
び
、
老
後
は
多
く
狩
猟
と
土
地
開
発
に
力
を
致
せ
り
、
即
ち

郡
上
郡
の
東
北
馬
瀬
川
上
流
（
飛
騨
国
大
野
郡
の
一
部
）
楢
谷
は
保
憲
の

開
発
せ
し
処
に
し
て
そ
の
子
孫
（
善
宗
）
は
楢
谷
寺
を
開
基
し
た
り
」
（
鷲

見
家
史
蹟
）
。 

 

岐
阜
県
高
山
市
清
見
町
の
鷲
見
氏
祖
で
あ
る
。 

 
 

楢
谷
＝
現
高
山
市
清
見
町
楢
谷 

 

２ 

「
伊
豫
守
保
照
（
九
代
行
保
の
長
子
）
は
庶
子
な
り
し
も
の
か
家
を
継

が
ず
、
又
鷲
見
郷
も
一
城
に
て
は
戦
国
の
備
え
不
十
分
な
り
し
に
依
る
か
、

鷲
見
郷
に
入
る
べ
き
関
門
な
る
剣
村
に
一
城
を
築
き
て
之
に
拠
れ
り
」（
鷲

見
家
史
蹟
）
。 

岐
阜
県
郡
上
市
大
和
町
の
鷲
見
氏
祖
か
？ 

 

「
鷲
見
家
史
蹟
」
で
は
保
照
が
剣
村
に
剣
城
（
現
阿
千
葉
城
）
を
築
い
た

と
あ
る
が
、
そ
の
頃
は
鷲
見
氏
が
衰
え
東
氏
に
属
し
て
い
た
為
、
東
氏
の

要
請
に
よ
り
北
の
守
り
を
固
め
る
為
に
東
氏
が
築
い
た
阿
千
葉
城
に
入
城

さ
せ
ら
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
。 

 

庶
子
＝
妾
腹
の
子 

 

剣
村
＝
現
岐
阜
県
郡
上
市
大
和
町
剣 

 

３ 

「
剣
城
主
一
兵
衛
貞
保
（
保
照
の
子
）
の
時
に
至
り
、
来
栖
城
に
於
け

る
東
常
慶
と
隙
を
生
じ
、
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
六
月
一
八
日
貞
保
遂
に

剣
城
に
自
刃
せ
り
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。
こ
の
時
、
「
貞
保
即
ち
幼
子
千
代

丸
を
老
臣
餌
取
廣
綱
に
托
し
て
遁
れ
し
め
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
と
あ
り
、
さ

ら
に
「
其
後
餌
取
廣
綱
は
千
代
丸
と
共
に
美
濃
国
西
牧
谷
へ
落
行
き
千
代

丸
成
長
の
後
、
信
長
公
へ
願
出
け
れ
ば
、
時
の
八
幡
城
主
遠
藤
盛
数
へ
使

を
以
て
鷲
見
此
度
願
出
に
つ
き
疎
か
に
難
相
成
其
方
に
て
養
育
有
之
哉
此

方
に
て
召
抱
可
申
哉
否
承
り
度
と
申
出
ら
れ
け
れ
ば
盛
数
公
早
速
に
申
請

鷲
見
千
代
丸
家
臣
餌
取
廣
綱
共
に
大
島
村
を
所
領
せ
し
め
け
る
」
。
（
濃
北

一
覧
・
注
記
） 

岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
大
島
の
鷲
見
祖
で
あ
る
。 

剣
城
＝
阿
千
葉
城 

栗
栖
城
＝
篠
脇
城 

 
美
濃
国
西
牧
谷
＝
現
美
濃
市
、 

 
大
島
村
＝
現
岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
大
島 

 
 ４ 

「
鷲
見
美
作
守
保
重
（
九
代
行
保
の
二
男
・
直
重
と
も
云
う
）
は
文
明



の
頃
（
一
四
六
九
～
一
四
八
六
）
土
岐
成
頼
の
武
将
と
し
て
弟
新
左
衛
門

と
共
に
各
所
に
転
戦
し
、
山
縣
郡
北
野
其
の
他
に
多
く
の
所
領
を
得
た
れ

ば
、
遂
に
鷲
見
城
を
出
て
て
山
縣
郡
北
野
に
居
城
す
る
に
至
れ
り
」
（
鷲
見

家
史
蹟
）
。 

保
重
は
北
野
に
北
野
城
を
構
え
、
第
一
代
城
主
と
な
る
（
文
明
十
年
～
永

正
七
年
・
一
四
七
八
～
一
五
一
〇
）
。 

岐
阜
市
北
野
の
鷲
見
祖
で
あ
る
。 

 

５ 

「
鷲
見
美
作
守
保
重
は
明
應
の
乱
に
於
て
初
め
土
岐
成
頼
に
加
担
し

其
所
領
を
山
県
郡
高
富
に
得
た
り
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。 

「
保
定
と
直
保
の
母
は
松
野
殿
と
て
松
蔭
氏
に
出
づ
、
永
正
の
争
乱
に
夫

君
及
び
其
長
子
を
喪
ひ
領
分
高
富
村
に
退
隠
せ
り
、
直
保
即
ち
母
の
た
め

に
一
寺
を
建
立
し
廣
厳
庵
と
言
ふ
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。 

 

岐
阜
県
山
県
市
高
富
の
鷲
見
氏
祖
で
あ
る
。 

 

明
應
の
乱
＝
明
応
四
年
五
年
（
一
四
九
五
・
一
四
九
六
）
の
船
田
合
戦 

 

永
正
の
争
乱
＝
土
岐
政
頼
と
土
岐
政
房
・
頼
芸
と
の
戦
い
（
永
正
十
四

年
・
一
五
一
七
） 

 

山
県
郡
高
富
＝
現
岐
阜
県
山
県
市
高
富
町 

 

領
分
高
富
村
＝
現
領
地
の
岐
阜
県
山
県
市
高
富
町 

 

廣
厳
庵
＝
現
廣
厳
寺 

 

６ 

「
北
野
城
第
三
代
城
主
鷲
見
直
保
（
直
康
）
の
弟
大
学
助
保
光
は
、
一

色
義
龍
に
従
ひ
稲
葉
城
に
在
り
し
が
、
義
龍
の
死
後
、
其
子
龍
興
に
歴
任

し
て
美
作
守
と
称
せ
り
、
其
後
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
八
月
に
至
り
、
織

田
信
長
大
挙
し
て
急
に
稲
葉
山
に
迫
る
や
、
龍
興
遂
に
城
を
出
て
船
に
て

長
島
に
退
く
、
大
学
の
子
藤
兵
衛
次
定
は
龍
興
に
従
っ
て
長
島
に
至
り
、

更
に
近
江
に
転
戦
せ
し
が
、
大
学
助
及
其
子
定
重
は
高
富
を
経
て
郡
上
に

帰
れ
り
、
定
重
数
代
の
孫
に
宇
太
夫
保
幹
と
言
う
者
あ
り
、
藤
井
の
松
平

忠
周
に
仕
え
、
信
州
上
田
に
住
す
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。 

長
野
県
上
田
市
の
鷲
見
氏
祖
か
？ 

 

信
州
上
田
＝
現
長
野
県
上
田
市 

 

長
島
＝
現
三
重
県
三
重
郡
長
島
町 

 

藤
井
松
平
家
＝
三
河
国
碧
海
郡
藤
井
の
領
主
＝
現
愛
知
県
安
城
市
藤
井
町
） 

 

７ 

鷲
見
氏
第
九
代
鷲
見
行
保
の
四
男
鷲
見
新
左
衛
門
の
子
「
鷲
見
新
五

郎
な
る
も
の
は
、
大
永
年
間
（
一
五
二
一
～
一
五
二
七
）
土
岐
頼
芸
に
仕
へ

て
各
所
に
転
戦
せ
し
史
蹟
あ
れ
ど
も
、
其
子
孫
詳
か
な
ら
ず
、
今
稲
葉
郡

城
田
寺
村
に
真
宗
法
勝
寺
あ
り
、
鷲
見
姓
に
し
て
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）

八
月
空
爾
上
人
を
開
山
と
せ
り
、
上
人
は
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
六
月
十

日
寂
、
今
其
俗
名
を
詳
か
に
せ
ず
と
雖
、
口
碑
に
よ
れ
ば
当
時
の
武
士
な

り
と
傳
ふ
、
上
人
或
は
新
五
郎
の
後
身
な
る
べ
き
か
、
後
證
を
待
つ
」
（
鷲

見
家
史
蹟
） 

 

岐
阜
市
城
田
寺
町
（
き
だ
い
じ
ち
ょ
う
）
の
鷲
見
氏
祖
か
？
。 

 

稲
葉
郡
城
田
寺
村
＝
現
岐
阜
市
城
田
寺
町 

 

８ 

「
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
大
桑
城
に
戦
死
し
た
る
鷲
見
美
作
守
直

保
の
孫
に
五
郎
兵
衛
直
保
な
る
も
の
あ
り
、
初
め
山
県
郡
高
富
に
在
り
し

が
、
池
田
信
輝
及
び
輝
政
に
歴
任
し
て
天
正
の
末
（
一
五
九
〇
年
頃
）
参
州

（
三
河
）
吉
田
城
（
豊
橋
）
に
住
め
り
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原

の
合
戦
起
る
や
、
輝
政
に
従
い
て
先
ず
岐
阜
城
を
攻
め
て
織
田
信
秀
を
降



し
、
進
ん
で
関
ヶ
原
に
到
れ
り
、
役
後
播
州
姫
路
に
移
り
千
余
石
を
領
す
、

慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
輝
政
卒
去
の
後
は
池
田
忠
継
、
忠
雄
に
歴
任
し

て
備
前
岡
山
に
在
り
し
が
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
池
田
光
仲
に
従
っ
て

鳥
取
に
到
り
、
更
に
伯
州
米
子
に
移
り
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
十
一
月

二
十
九
日
卒
す
」
「
直
保
の
後
は
世
々
米
子
に
在
り
し
が
、
数
代
の
後
鳥
取

に
移
住
す
」
（
鷲
見
家
史
蹟
） 

鳥
取
県
鳥
取
市
の
鷲
見
氏
祖
で
あ
る
。 

兵
庫
県
姫
路
市
の
鷲
見
氏
祖
か
？ 

 

吉
田
城
＝
現
愛
知
県
豊
橋
市
今
福
町 

 

播
州
姫
路
＝
現
兵
庫
県
姫
路
市 

 

備
前
岡
山
＝
現
岡
山
県
岡
山
市 

伯
州
米
子
＝
現
鳥
取
県
米
子
市 

 

９ 

「
五
郎
兵
衛
直
保
の
長
子
に
し
て
山
県
郡
高
富
の
家
嗣
と
為
り
し
者

を
猪
右
衛
門
正
保
と
云
ふ
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
合
戦
に
当

り
、
小
早
川
秀
秋
に
従
っ
て
戦
功
あ
り
、
同
年
秀
秋
に
従
ひ
備
前
岡
山
に

到
り
三
五
〇
石
を
領
せ
り
。
」
「
然
る
に
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
秀
秋
卒

し
、
継
子
な
く
、
家
断
絶
せ
し
か
ば
正
保
一
時
高
富
に
帰
れ
り
」
「
正
保
は

其
後
作
州
津
山
に
到
り
森
左
近
太
夫
忠
政
に
仕
へ
、
二
〇
〇
石
を
領
せ
り
」

（
鷲
見
家
史
蹟
） 

 

岡
山
県
岡
山
市
・
津
山
市
の
鷲
見
氏
祖
か
？ 

 

備
前
岡
山
＝
現
岡
山
県
岡
山
市 

 

作
州
津
山
＝
現
岡
山
県
津
山
市 

 

⒑ 

「
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
池
田
輝
政
等
の
岐
阜
城
を
攻
む
る
や
、
其

城
主
織
田
信
秀
の
為
め
に
奮
戦
せ
し
鷲
見
久
左
衛
門
な
る
者
あ
り
、
之
は

永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
斎
藤
龍
興
と
共
に
勢
州
長
島
に
走
り
、
後
近
江
に

転
戦
し
た
る
鷲
見
藤
兵
衛
次
定
の
継
子
な
り
、
久
左
衛
門
は
藤
兵
衛
次
久

と
云
ひ
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
八
月
一
五
日
岐
阜
城
没
落
の
後
は
信
州

に
到
り
、
小
諸
城
主
仙
石
秀
久
に
仕
へ
、
佐
久
郡
に
於
て
七
〇
〇
貫
を
領

せ
り
」
（
鷲
見
家
史
蹟
） 

 

長
野
県
上
田
市
の
鷲
見
久
左
衛
門
が
祖
で
あ
る
。 

 

勢
州
長
島
＝
現
三
重
県
桑
名
市
長
島
町 

 

近
江
＝
現
滋
賀
県
近
江
市 

 

信
州
＝
現
長
野
県 

小
諸
城
＝
現
長
野
県
小
諸
市 

佐
久
郡
＝
現
長
野
県
佐
久
市 

 

⒒ 

「
鷲
見
兵
庫
（
阿
千
葉
城
主
保
照
の
孫
）
の
子
鷲
見
忠
左
衛
門
保
義

は
、
遠
藤
慶
隆
に
仕
へ
て
家
老
職
た
り
し
が
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
遠

藤
氏
加
茂
郡
に
移
封
せ
ら
れ
し
時
之
に
従
へ
り
、
其
後
慶
長
五
年
（
一
六

〇
〇
）
関
ヶ
原
合
戦
起
る
や
、
慶
隆
東
軍
に
応
じ
て
舊
領
八
幡
城
の
回
復

を
計
り
、
稲
葉
氏
と
合
戦
せ
り
、
九
月
三
日
稲
葉
貞
通
犬
山
よ
り
帰
陣
し
、

急
に
赤
谷
山
に
在
る
遠
藤
慶
隆
の
軍
を
襲
ふ
、
忠
左
衛
門
等
奮
戦
遂
に
討

死
し
、
慶
隆
身
を
以
て
逃
る
る
を
得
た
り
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。 

「
鷲
見
忠
左
衛
門
の
子
孫
は
代
々
向
鷲
見
に
住
み
、
同
地
区
鷲
見
の
祖
を

爲
せ
り
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。 

岐
阜
県
郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
向
鷲
見
地
区
の
鷲
見
氏
祖
な
り
。 

 

遠
藤
慶
隆
＝
遠
藤
盛
数
の
子
＝
後
の
郡
上
八
幡
城
第
一
代
城
主
（
一
六

〇
一
～
一
六
三
二
）
、 



 
加
茂
郡
＝
現
岐
阜
県
加
茂
郡
小
原 

舊
領
（
き
ゅ
う
り
ょ
う
）
＝
旧
領
地 

 

赤
谷
山
＝
現
岐
阜
県
郡
上
市
八
幡
町
愛
宕
公
園
の
裏
山 

 

⒓ 

「
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
八
月
郡
上
八
幡
城
に
於
け
る
稲
葉
右
京
太

は
、
西
軍
に
応
じ
た
れ
ば
、
東
軍
に
投
じ
た
る
遠
藤
左
馬
助
、
金
森
出

雲
、
同
宗
貞
等
は
八
幡
城
を
襲
へ
り
、
此
時
稲
葉
氏
の
為
め
に
守
城
せ

し
者
に
鷲
見
喜
平
次
な
る
者
あ
り
、
之
れ
は
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
四

月
長
良
川
に
戦
死
せ
し
鷲
見
新
藤
治
の
孫
な
る
べ
く
、
乱
後
稲
葉
氏
豊

後
に
移
り
、
喜
平
次
は
所
領
本
巣
郡
神
海
に
帰
れ
り
、
喜
平
次
数
代
の

孫
に
上
総
国
武
射
郡
本
須
賀
村
に
到
り
医
業
を
為
せ
し
も
の
あ
り
、
同

村
鷲
見
氏
の
祖
な
り
」
（
鷲
見
家
史
蹟
）
。 

 
 

千
葉
県
の
鷲
見
氏
祖
で
あ
る 

岐
阜
県
本
巣
市
の
鷲
見
氏
祖
で
あ
る 

 
 

稲
葉
右
京
太
夫
＝
稲
葉
貞
通 

 
 

遠
藤
左
馬
助
＝
遠
藤
慶
隆 

 

長
良
川
に
戦
死
＝
斎
藤
道
三
と
そ
の
子
義
龍
の
合
戦
で
道
三
は
戦
死

し
た 

 

豊
後
＝
現
大
分
県 
 

上
総
国
武
射
郡
本
須
賀
村
＝
現
千
葉
県
山
武
市
本
須
賀 

本
巣
郡
神
海
＝
現
岐
阜
県
本
巣
市
神
海
町
（
こ
う
み
ち
ょ
う
） 

 ⒔ 

鷲
見
氏
姓
に
つ
い
て
の
調
査 

「
日
本
の
世
帯
の
中
で
最
も
多
い
名
字
は
①
佐
藤
、
②
鈴
木
、
③
高
橋
、
④

田
中
、
⑤
渡
辺
、
⑥
伊
藤
、
⑦
山
本
、
⑧
中
村
、
⑨
小
林
、
⑩
加
藤
が
ベ
ス

ト
テ
ン
と
な
っ
て
お
り
、
鷲
見
姓
は
全
国
で
一
三
、
〇
〇
〇
人
（
世
帯
数
未

調
査
）
で
、
全
国
一
、
三
六
四
番
目
に
多
い
名
字
と
な
っ
て
い
る
」
（
馬
渕

旻
修
論
集
②
～
一
部
修
正
）
。
ち
な
み
に
全
国
の
名
字
の
数
は
一
二
万
種

以
上
有
る
。 

「
高
鷲
町
を
名
字
の
本
拠
と
す
る
鷲
見
姓
は
、
岐
阜
県
で
は
岐
阜
県
内
に

五
、
三
〇
〇
人
（
世
帯
数
未
調
査
）
お
り
、
そ
の
う
ち
岐
阜
市
か
ら
山
県
市

に
多
く
分
布
し
て
い
る
。
郡
上
市
内
で
は
（
人
数
未
調
査
）
二
二
八
世
帯
が

鷲
見
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
。 

郡
上
市
内
の
鷲
見
姓
の
分
布
状
況
は
、
白
鳥
が
一
二
〇
世
帯
、
で
最
も
多

く
、
次
い
で
八
幡
が
五
八
世
帯
、
明
宝
一
八
世
帯
、
高
鷲
一
七
世
帯
、
大
和

一
四
世
帯
、
和
良
一
世
帯
、
美
並
〇
世
帯
と
な
っ
て
お
り
、
鷲
見
姓
の
ル
ー

ツ
と
さ
れ
る
高
鷲
は
郡
上
の
中
で
そ
ん
な
に
名
乗
る
世
帯
は
多
く
な
く
、

白
鳥
町
の
鷲
見
姓
が
市
内
の
五
二
、
六
％
を
占
め
、
最
も
多
く
な
っ
て
い

る
」
（
馬
渕
旻
修
論
集
②
～
一
部
修
正
）
。 

 

そ
の
他
、
移
封
さ
れ
た
遠
藤
氏
に
つ
い
て
近
江
三
上
藩
（
滋
賀
県
野
洲

市
）
に
行
っ
た
鷲
見
氏
が
い
る
こ
と
も
付
け
足
し
て
お
く
。 


